
 区が申請内容を確認します。 

不備がある場合、「補正依頼」メールが届

きますので、入力内容を修正してください。 

修正が完了しないと、届出等が受理され

ません。ご対応をお願いします。 

定期報告に関する届出・報告書 電子申請の流れについて     R7.７ 

 

 

 

事前にアカウント登録が 

必要です。 

https://logoform.jp/signup 

             

 

 

 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

作成いただいた届出又は報告書の電子デ

ータと「受領書」が控えとなりますので、保存

をお願いします。※区の収受印付きの控え

が必要な場合は、お手数ですが、電子申

請ではなく郵送(正副２部、返信用封筒

切手付)をお願いします。 

LoGo フォームアカウント登録 

 

世田谷区ホームページ 
『定期調査・検査報告制度』を表示 

電子申請に関する注意事項等をご確認く

ださい。 

該当の届出の電子申請をクリックすると

LoGo フォームのサイトへ。ログインをお願い

します。必要事項を入力し、作成いただい

たデータを添付ください。内容確認後、「送

信」をクリック※申請後に「届出到達通知」

メールが届きます。 

不備がなければ「届出受理通知」  

メールが届きます。 

メールの案内に沿って、マイページから「受

領書」のデータをダウンロードしてください。 

※ダウンロード期限は９０日間です 

世田谷区 定期報告          で検索    
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１ 

２ 
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６ 

必要事項を入力 

添付書類を登録 


